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        サクラサイト商法 

 
★ サクラサイトという言葉を耳にしますが、どうい 
うものですか？ 

 

“サクラサイト”とは、サイト業者に雇われたサクラが、異性・タ

レント・社長・弁護士・占い師などのキャラクターに成りすまして、

消費者の様々な気持ちを利用して有料サイトに誘導するものです。 

このようなサイトのほとんどは、ポイントを購入させ、そのポイ

ントを使ってサイト内でメールの交換を行う仕組みになっていま

す。 

「担当アイドルの相談に乗ってほしい」「遺産の 7,500 万円を受け

取ってほしい」などのメールから有料サイトに誘導され、相手の優

しい言葉を信じてやり取りを繰り返し、最近では、数千万円の利用

料を支払ってしまった例もあります。 

やりとりをやめたいというと、「後からポイント代を渡すから続

けてほしい」「やめるなら今まで私が支払ったお金が無駄になる。

訴える」などと、メールを続けるようおどされ、多額の費用をつぎ

込んでしまうこともあります。                               

うまい話には注意し、ネット上の見知らぬ相手を簡単に信用し 

ないことが大切です。 


